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竹林の風

河内庁舎の敷地内には、橡、欅、八重桜、萩、楓等の樹木が植栽され、四季折々の風情を醸し

出している。この前も金木犀の芳香に秋の訪れを感じたものだ。樹木に限らず自然というものは、

人間の心を癒してくれる。ヒトは元々森に棲んでいたサルが進化した動物である。したがって、自

然は人間にとって母胎であり、自然に触れるとは自然に抱かれるということなのかもしれない。

ところで、サル学の権威河合雅雄氏は、「内なる自然」という概念を提唱している。「内なる自然」

とは、霊長類の長い進化の過程で獲得してきた諸性質で、ヒトが本来もっている「自力で生きる力」

のことである。現代の子どもたちの問題行動や家庭崩壊などの問題の根底には、この「内なる自

然」の喪失があると警告し、人間にとっての自然の大切さを訴えている。

子どもの自然離れが指摘されて久しい。平成17年度の国の調査によると「昆虫を捕まえた経験」

「日出、日入を見た経験」が「ほとんどない」と回答した子どもの割合は、それぞれ34.9％、43.1％

である。私が子どもであった頃は、友達と誘い合って、川遊びに興じたり、雑木林に入り虫取りに

胸躍らせたものである。昔の子どもは、自然の中の遊びを通して、巧まずに「内なる自然」を身に
た く

付けていったとも言える。

今「生きる力」の育成が叫ばれ、新学習指導要領でも「その継承」が明確に示された。「内なる

自然」とは、「生きる力」そのものである。友達と一緒に野を駆け回り、遊び呆けた昔の姿を復活さ
ほ う

せ、「内なる自然」を育んでいきたいものである。

放課後子どもプランは、文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」と厚生労働省の「放課後

児童健全育成事業」を一体的に、あるいは連携して実施する事業です。子どもたちの健全育成や

地域の教育力の向上、子どもの安全確保や少子化対策等をねらいとしています。原則として全て

の小学校区での実施を目指しています。

河内地区では、「放課後子ども教室推進事業」は７カ所（宇都宮市６カ所、上三川町１カ所）で

実施しています。そのうちの一つ、陽光宮っ子ステーション（宇都宮市立陽光小学校）では、月曜

日から金曜日までの放課後に開設しています。約５０名の地域の方々が活動アドバイザーとして、

グランドゴルフや英語、将棋、自由学習など、子どもたちの多様な活動を支援しています。地域コ

ーディネーターは事業全体の連絡調整や事業計画の作成

などを担当し、事業コーディネーターや安全管理員、安全管

理サポーターの方々の協力を得ながら、子ども同士、大人と

子どもとのふれあいが生まれています。

子どもたちの豊かな心を育むとともに地域の大人の方たち

の生き甲斐として「大人の居場所づくり」にもなっており、学

校を核とした地域づくりにつながっています。
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放課後子どもプランの推進



平成２１年度から始まる移行措置では、小学校における外国語活動は各学校の裁量により授業

時数を定めて実施することが可能となりました（第５・６の各学年で週１コマまでは、総合的な学習

の時間の授業時数を充てることが可能）。

外国語活動においては、音声を中心に外国語に慣れ親しませる活動を通じて、言語や文化に

ついて体験的に理解を深めるとともに、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成し、

コミュニケーション能力の素地を養うことを目標として様々な活動を行います。小学校では、移行

期間中から平成23年度の完全実施に向けて、徐々に時数を増やしたり教員研修を充実したりする

など、ソフトランディングのための取組が必要となります。また、中学校でも、小学校での外国語活

動の取組状況に応じて、学校間の「接続」という観点から、指導方法等を見直すなど小学校と連

携した取組が必要となります。

現在地区内では、小学校における英語活動等国際理解活動推進事業の拠点校として、上三川

町立本郷北小学校、宇都宮市立新田小学校が指導方法等の確立を図るため英語活動等の推進

に取り組んでいただいております。本郷北小では１１月１１日（火）に、新田小では平成２１年１月２９日

（木）に、それぞれ研究成果の発表を予定しております。各学校では、両校の研究成果等も参考

にされ、外国語活動の完全実施に向けた取組を一層充実されるようお願いいたします。

◆ http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gaikokugo/index.htm(文科省：小学校外国語活動サイト)

今回の改訂により、学校保健に関する内容では、学校環境衛生基準の法制化や、保健室と養

護教諭の役割が明確にされました。また、災害などのほか、不審者の侵入事件等に対する法的整

備の要請を受け、学校安全に関する新たな内容が加わりました。

現在、学校保健法に基づき作成されている「学校保健安全計画」は、学校保健安全法を受けて

来年度から「学校保健計画」と「学校安全計画」をそれぞれ別に作成していただくことになります。

このことは、学校保健・学校安全それぞれについて、より一層の充実を図ることを求めています。

各学校におかれましては、平成２１年４月１日からの施行に向けまして、各計画策定のための準備

をお願いいたします。

５０年ぶりの大改訂 －学校保健安全法(平成２１年４月１日施行)－

▶ 教育事務所ＨＰ ： http://www.pref.tochigi.jp/system/desaki/desaki/kawachi-kyouiku01.html
▶ 本紙についてのご意見ご感想をお待ちしております： E-Mail kawachi-kyouiku@pref.tochigi.lg.jp

新教育課程への対応 －外国語活動の取組－

定期的にＡＬＴの先生を招いて、クラスルーム・イングリッシュを教

わったり、ＡＬＴとの掛け合いの仕方を学んだりしています。また、コ

ミュニケーション力を高めるための教材教具の開発に力を入れて

います。 教員研修風景：新田小学校

会話のために必要な単語やセンテンスを練習した後、レス

トランで食事を注文する場面を体験しています。

授業風景「レストランへ行こう」：本郷北小学校


